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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）（
男

女
共
同
参
画
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保 

 

護
の
対
象
を
拡
大
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
が
行
う
保
護
の
対
象
者
に
、
生
活
の
本
拠
を
共
に
す
る
交
際
相
手
か
ら 

 

暴
力
を
受
け
た
被
害
者
を
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
三
日 

            



条 
 

例 
 

埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

 

埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
緊
急
の
保
護
そ
の
他
の
支
援
を
必
要
と
す
る
女
子
の
福

祉
の
増
進
及
び
人
権
の
擁
護
に
資
す
る
た
め
、
埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
を
さ
い
た
ま
市
に
設
置
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
要
保
護
女
子
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
援
護
」
を

「
支
援
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
収
容
保
護
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
暴

力
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
を
い
い
、
配
偶
者
暴
力

防
止
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
手
方
」

と
い
う
。
）
か
ら
の
暴
力
を
含
む
。
）
」
を
、
「
被
害
者
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
い
い
、
相
手
方
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
四
章
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
保
護
命
令
の
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
災
害
派
遣
手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）

（
消
防
防
災
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
施
行
に
伴
い
、
同
令
に
規
定
す
る
災
害

派
遣
手
当
の
額
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

こ
の
条
例
で
額
を
定
め
る
手
当
に
、大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平

成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
災
害
派

遣
手
当
の
額
を
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

            



条 
 

例 

災
害
派
遣
手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

災
害
派
遣
手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

災
害
派
遣
手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
号
中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
及
び
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
第
四
十
三
条
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

           

埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）（
障
害
者
支
援

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

「
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
改
正
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

条
例
改
正
の
概
要 

 
 

 

・
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
で
児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ 

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
を
一
部
改
正
す
る
。 

 
 

 

・
そ
の
他
規
定
の
整
備
。（
条
項
の
追
加
、
文
言
整
理
等
） 

㈡ 

条
例
改
正
の
理
由 

 
 

 

国
が
構
造
改
革
特
別
区
域
で
認
め
て
い
た
前
記
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
平
成
二

十
五
年
十
月
一
日
か
ら
全
国
的
に
認
め
る
改
正
省
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。 

㈢ 

改
正
の
効
果 

 
 

 

児
童
発
達
支
援
等
の
提
供
が
な
い
地
域
で
、
高
齢
介
護
の
事
業
所
で
あ
る
指
定
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
障
害
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
に
な
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

            



条 
 

例 

 
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
八
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
十
条
の
二 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以

下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
地
域
に
お
い
て
児
童
発
達
支

援
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
よ
り
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
児
に

対
し
て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
二
条
に

規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
）
の
う
ち
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
を
提
供

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
に
関
す
る
特
例
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第

五
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
七
十
七
条
中
「
、
第
四
十
三
条
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機
関
」
と

あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
」
を
削
る
。 

 

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
は
」
を
「
基
準
該
当

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
中
「
、
第
六
十
条
」
を
「
か
ら
第
六
十
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
、
「
省
令
第
五
十
四

条
の
七
」
と
」
の
下
に
「
、
第
六
十
条
の
二
中
「
第
五
十
四
条
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
四
条
の
八
と
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号



 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）

（
少
子
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
を
、
同
法
に
定
め
る

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
す
る
等
、
規
定
の
整
備
を
す

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
職
務
と
し
て
、
同
法
に
定
め
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関 

 
 

す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
を
定
め
る 

㈡ 

そ
の
他
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

   



条 
 

例 

 
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
目
的
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
設
置
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
設
置
さ
れ
た
も
の
」
の

下
に
「
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
附
属
機
関
の
」
を
「
附
属

機
関
（
以
下
「
法
設
置
附
属
機
関
」
と
い
う
。
）
の
」
に
、
「
附
属
機
関
は
」
を
「
法
設
置
附
属

機
関
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
、同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
附
属
機
関
を
置
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
設
置
附
属
機
関
は
、
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
附
属
機
関
と
す
る
。 

 

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
報
酬
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
報
酬
」
の
下
に
「
の
額
」
を
加

え
る
。 

 

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
費
用
弁
償
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
支
給
方
法
）
」
を
付
し
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た

だ
し
」
に
改
め
、
「
そ
の
」
の
下
に
「
委
員
等
が
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
委
任
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
、
「
外
」

を
「
ほ
か
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
中
「
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
附
属
機
関
」
を
「
法

設
置
附
属
機
関
」
に
改
め
、
同
表
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合

議
制
の
機
関
の
項
を
削
り
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
） 

 

知
事
の
附
属
機
関 

     

埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号



        
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議

会 
附
属
機
関
名 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、子
ど
も
・

子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
項
を
調

査
審
議
す
る
こ
と
。 

職
務 

児
童
福
祉
法
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他

の
合
議
制
の
機
関 

法
設
置
附
属
機
関 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）（
水

辺
再
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

河
川
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
流
水
の
占
用
の
登
録
に
係
る
流
水
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と 

と
す
る
た
め
の
条
例
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

流
水
の
占
用
の
登
録
に
係
る
流
水
占
用
料
を
徴
収
す
る
た
め
の
規
定
の
追
加 

 

㈡ 

流
水
の
占
用
の
登
録
に
係
る
流
水
占
用
料
を
減
免
す
る
た
め
の
規
定
の
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則 

第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日 

     



条 
 

例 

 
埼
玉
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
受
け
た
者
又
は
」
を
「
受
け
、
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
流
水
の
占
用
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
（
以
下
「
流
水
占
用
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
流
水
占
用
」
を

「
当
該
流
水
の
占
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
流
水
占
用
」
を
「
、
法
第
二
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
流
水
の

占
用
」
に
、
「
当
該
流
水
占
用
」
を
「
当
該
流
水
の
占
用
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十

五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          

埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）（
田
園
都
市

づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

屋
外
広
告
物
法
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
、
景
観

行
政
団
体
で
あ
る
戸
田
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
二
十
七
条
の
二
に
戸
田
市
を
加
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
戸
田
市

は
次
の
事
務
に
係
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㈠ 
  

禁
止
地
域
、
禁
止
物
件
の
指
定 

㈡ 
 

広
告
物
の
面
積
、
色
彩
等
に
関
す
る
制
限 

㈢ 
 

違
反
広
告
物
に
対
す
る
措
置
の
事
務
手
続
き 
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

条
例
公
布
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 

 



条 
 

例 
 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
二
の
表
中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
戸
田
市
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄

中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
加
え
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十

八
号
）
（
経
営
管
理
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
新
病
院
の
開
院
に
伴
い
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
病
床
数
及
び
特
別
病 

 

室
使
用
料
の
一
日
当
た
り
の
上
限
額
等
を
改
め
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
改
正
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

が
ん
セ
ン
タ
ー
新
病
院
の
病
床
数
の
変
更 

㈡ 

特
別
病
室
使
用
料
の
一
日
当
た
り
の
上
限
額
の
改
定 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
日 

    



条 
 

例 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
」

を
「
耳
鼻
咽
喉
科
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
乳
腺 せ

ん

内
科
」
を
「
乳
腺

内
科
」
に
、
「
乳
腺 せ

ん

外
科
」
を
「
乳
腺
外
科
」
に
、
「
精
神
腫
瘍

し
ゆ
よ
う

科
」
を
「
精
神
腫
瘍
科
」
に
、

「
四
百
床
」
を
「
五
百
三
床
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
耳
鼻
い

ん
こ
う
科
」
を
「
耳
鼻
咽
喉
科
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
診
療
及
び
検
査
の
項
第
二
号
中
「
一
五
、
○
○
○
円
」
を
「
二
五
、
○
○
○
円
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

           

埼
玉
県
条
例
第
四
十
八
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
四
十
九
号
）（
警
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

本
庄
市
に
お
け
る
住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、
児
玉
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
規
定
を
整
備
す 

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

児
玉
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
変
更 

 
 

本
庄
市
の
新
た
な
町
の
区
域
と
な
る
「
児
玉
町
児
玉
南
一
丁
目
、
児
玉
町
児
玉
南
二
丁
目
、 

 

 

児
玉
町
児
玉
南
三
丁
目
、
児
玉
町
児
玉
南
四
丁
目
、」
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

              



条 
 

例 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
児
玉
警
察
署
の
項
中
「
本
庄
市
の
内
」
の
下
に
「
児
玉
町
児
玉
南
一
丁
目
、
児
玉
町
児
玉

南
二
丁
目
、
児
玉
町
児
玉
南
三
丁
目
、
児
玉
町
児
玉
南
四
丁
目
、」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

埼
玉
県
条
例
第
四
十
九
号



規 
 

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
四
条
の
表
八
十
九
号
中
「
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
」
を
「
主
た
る
事
務

所
又
は
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
（
一
の
二
）
中
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

延
滞

金
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

「
 

」
 

を 「
 

滞
 

 
 

 
 

金
 

 

延
 

 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

と
は

、
延

滞
金

特
例

基
準

割
 

合
又

は
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

い
ず

れ
か

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

 

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

 

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
 

お
問

い
合

わ
せ

 

合
せ

 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
 

等
の

末
日

 

「
 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

」
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

別
記
様
式
第
四
号
（
一
）
中 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
」

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

を 

に
、 

延
 

滞
 

日
 

数
 

区
 

 
 

 
 

分
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 
「

 

お
問

 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
六
号



  
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  
 

別
記
様
式
第
四
号
（
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
（
三
の
二
）
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
（
三
の
三
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

延
滞

金
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 
「

 

」
 

「
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

 

「
 
区

 
 

 
 

 
分

 
 

」
 

年
１

４
．

６
％

（
当

該
納

期
限

の
翌

日
か

ら
 

１
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

７
．

３
％

（
地

方
税

法
附

則
第

３
条

の
２

 

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

特
例

基
準

割
合

）
」

「
当

 

を 

該
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
あ

つ
て

は
年

７
．

３
％

（
地

方
税

 

法
附

則
第

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

特
例

 

基
準

割
合

に
１

％
を

加
算

し
た

割
合

）
、

当
該

納
期

限
の

翌
日

か
ら

１
月

を
経

過
し

た
日

以
降

 

の
期

間
に

あ
つ

て
は

年
１

４
．

６
％

（
同

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

 

は
、

当
該

特
例

基
準

割
合

に
７

．
３

％
を

加
算

し
た

割
合

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

と
は

、
延

滞
金

特
例

基
準

割
 

合
又

は
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

い
ず

れ
か

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

 

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

 

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
 

お
問

い
合

わ
せ

 

合
せ

」
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
」

 

を 「
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

」
 

に
、 

延
 

滞
 

日
 

数
 

納
 

税
 

番
 

号
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

」
 

お
問

 」
 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合

等
の

末
日

 

延
滞

金
 

金
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 「
 

期
間

の
末

 

 

 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

」
 

納
 

税
 

番
 

号
 

 
「

 
」

 



 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
（
五
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

 

「
 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

 

」
 

「
 

延
滞

 

日
数

 

県
税

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

 

延
滞

 

日
数

 

県
税

 

」
 

「
 県

税
 

 

 

」
 

「
 延

滞
金

年
 

 
％

の
末

日
 

 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

 

「
 

」
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
延

滞
 

日
数

 

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

日
 

「
 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

」
 

「
 

 
」

 

あ
て

先
 

宛
先

 

年
１

４
．

６
％

（
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
 

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

７
．

３
％

（
地

方
税

法
附

則
第

３
条

の
２

第
１

 

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

特
例

基
準

割
合

）
」

 
「

当
該

 

を 

納
期

限
の

翌
日

か
ら

１
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

あ
つ

て
は

年
７

．
３

％
（

地
方

税
法

 

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
の

適
用

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
特

例
基

 

準
割

合
に

１
％

を
加

算
し

た
割

合
）

、
当

該
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

し
た

日
以

降
の

 

期
間

に
あ

つ
て

は
年

１
４

．
６

％
（

同
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
の

適
用

が
あ

る
と

き
は

 

、
当

該
特

例
基

準
割

合
に

７
．

３
％

を
加

算
し

た
割

合
」

 

延
滞

金
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 
「

 

」
 

「
 

あ
て

先
 

宛
先

 
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

等

の
末

日
 

「
 

」
 

」
 

」
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

と
は

、
延

滞
金

特
例

基
準

割
 

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

 

合
又

は
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

い
ず

れ
か

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

 

延
滞

金
 

別
記
様
式
第
四
号
（
五
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

金
 

「
 

延
滞

金
特

 

例
期

間
の

末
日

 

 

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
 

お
問

い
合

わ
せ

 
お

問
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
（
六
）
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（
三
枚
目
）
及
び
（
四
枚
目
）
中
「 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
（
八
）
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
せ

」
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
」

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

鉱
 

 
業

 
 

権
 

登
 

録
 

番
 

号
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

 

「
 

「
 
鉱

 
 

業
 

 
権

 

登
 

録
 

番
 

号
 

 

 

」
 

年
１

４
．

６
％

（
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
 

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

年
７

．
３

％
（

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

 

定
す

る
特

例
基

準
割

合
の

適
用

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
特

例
基

準
割

合
）

」
 

「
当

該
納

期
限

 

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
あ

つ
て

は
年

７
．

３
％

（
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

特
例

基
準

割
合

 

に
１

％
を

加
算

し
た

割
合

）
、

当
該

納
期

限
の

翌
日

か
ら

１
月

を
経

過
し

た
日

以
降

の
期

間
に

 

あ
つ

て
は

年
１

４
．

６
％

（
同

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

 

特
例

基
準

割
合

に
７

．
３

％
を

加
算

し
た

割
合

」
 

別
記
様
式
第
四
号
（
七
）
（
一
枚
目
）
及
び
（
二
枚
目
）
中 

「
 

 
年

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 ％
 

日
 

 

」
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

「
 

」
 

先
 

宛
先

 

年
１

４
．

６
％

（
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
 

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

年
７

．
３

％
（

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

 

定
す

る
特

例
基

準
割

合
の

適
用

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
特

例
基

準
割

合
）

）
」

 
「

当
該

納
期

 

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
あ

つ
て

は
年

７
．

３
％

（
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

特
例

基
準

割
合

 

に
１

％
を

加
算

し
た

割
合

）
、

当
該

納
期

限
の

翌
日

か
ら

１
月

を
経

過
し

た
日

以
降

の
期

間
に

 

あ
つ

て
は

年
１

４
．

６
％

（
同

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

の
適

用
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

 」
 

を 

に
改
め
る
。 

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

年
７

．
３

％
（

地
方

税
法

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

 

定
す

る
特

例
基

準
割

合
の

適
用

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
特

例
基

準
割

合
）

」
 

「
当

該
納

期
限

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

「
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

」
 

 
年

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 ％
 

日
 

 

「
 

」
 あ
て

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

   
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 

」
を
「 

 
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
三
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

に
、 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

延
滞

金
年

 
 

％
の

末
日

 

 

「
 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

 

日
 

 

」
 

延
滞

 

日
数

 

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

日
 

「
 

」
 

 

「
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 延
滞

金
年

 
 

％
の

末
日

 

 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

 

日
 

 

」
 

「
 

延
滞

 

日
数

 ・
 

 
 

 
・

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

日
 

合
計

 

納
入

(付
) 

期
 

 
日

 

 
 

  

・
 

 
 

・
 

197 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

」
 

を 「
 

 

・
 

 
 

 
・

 
合

計
 

納
入

(付
) 

期
 

 
日

 

 
 

  

・
 

 
 

・
 

197 

 
 

 
 

 
 

 
 

 に
、 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
延

滞
 

日
数

 ・
 

 
 

 
・

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

日
 

合
計

 

 

 
 

 
 

 
 

「
 

 
 

 
 

を 「
 

・
 

 
 

 
・

 
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

」
 

 
 

 

 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

」
 

特
例

基
準

割
合

に
７

．
３

％
を

加
算

し
た

割
合

」
 

11 

12 

11 

12 

別
記
様
式
第
四
号
の
四
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 

区
 

 
 

 
 

分
 

  

 



延
滞

金
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ 

 

う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
」

 

「
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

」
 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

 

」
 

区
 

 
 

 
 

分
 

 
「

 
」

 

延
 

滞
 

日
 

数
 

区
 

 
 

 
 

分
 

年
 

年
 

 

 

「
 
延

滞
金

を
年

 
 

 

％
の

割
合

で
計

算
 

す
る

期
間

の
末

日
 

」
 

延
滞

金
特

例
 

期
間

の
末

日
 

「
 

」
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

延
滞

金
 

年
１

４
．

６
％

 
 

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
 

 
日

 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 

」
 

「
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 

」
 

「
 

」
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
四
（
二
）
（
一
枚
目
）
及
び
（
二
枚
目
）
中 

「
 

 

年
１

４
．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 ％
 

日
 

 
」

 

延
 

 
滞

 
 

金
 

「
 

 

 

」
 

に
改
め
、
同
様
式
（
三
枚
目
）
及
び
（
四
枚
目
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「
 
延

 
 

％
 

す
 

延
滞

金
を

年
 

 
 

％
の

割
合

で
計

算
 

す
る

期
間

の
末

日
 
」

 

延
滞

金
特

例
 

期
間

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

 

年
１

４
．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 ％
 

日
 

 

」
 

「
  

に
改
め
る
。 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

延
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

の
末

日
 

の
末

日
 

 

備
考

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 

」
を
「 

 
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

の
い

ず
 

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

「
 

」
 

「
 

て
先

 
宛

先
 

 

年
 

 
％

 
 

 日
 

年
１

４
．
６

％
 

日
 

年
 

 
％

 
 

 日
 

「
 

」
 

「
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

」
 

備
考

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
 

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

の
い

ず
 

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 「
 
特

例
基

準
割

合
等

 
」

 「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 
」

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
あ

て
先

 
宛

先
 

 

年
 

 
％

 
 

 日
 

年
１

４
．
６

％
 

日
 

年
 

 
％

 
 

 日
 

「
 

」
 「

 

 

延
 

 
滞

 
 

金
 

」
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

 

割
合

等
の

末
日

 
」

 「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改 

「
 

 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

年
 

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

 
 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

の
末

日
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
等

の
末

日
 

日
 

 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

あ
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 



  
 

 
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改 

 
年

 
 

 
 

 
％

 
日

 

」
 

 
 

」
 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

「
 

延
滞

金
年

 
％

の
末

日
 

延
滞

 

日
数

 

  

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

日
 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

「
 

」
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

」
 

  
「

 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 
特

例
基

準
割

合
等

 
」

 
「

 

間
 
」

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

延
滞

日
数

 

課
税

事
務

所
 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

年
 

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

県
税

 
「

 

」
 

「
 

課
税

事
務

所
 

 

 

県
税

 

 

」
 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

 

割
合

等
の

末
日

 
」

 「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

 

「
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

  

年
 

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

    

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

年
 

１
４

．
６

％
 

日
 

」
 

 
 

」
 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 
延

滞
金

 

 

金
特

例
基

準
割

合
等

の
末

日
 

 

」
 

を 「
 

の
末

日
 

延
滞

金
特

例
期

間
の

 

 

」
 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

延
 

滞
 

日
 

数
 

日
 

日
 

「
 

」
 

「
 

  

  

」
 

備
考

 
延

滞
金

特
例

期
間

と
は

、
延

滞
金

年
７

．
３

％
の

割
合

又
は

地
方

税
法

附
則

第
３

条
 

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

の
い

ず
 

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

延
滞

金
年

 
％

の
末

日
 

 

「
 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日
 

 に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

」
 

延
滞

 

日
数

 

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

  

 

「
 

」
 

「
 

」
 

 
あ

 

て
先

 
宛

先
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

 

割
合

等
の

末
日

 
」

 「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

」
 

延
滞

 

日
数

 

県
税

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

 

「
 

」
 

県
税

 
 

 

「
 

」
 

「
 

  延
 

割
 

日
 

日
 



        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
六
（
一
枚
目
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
三
枚
目
）
中 

   
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

に
改
め
、
同
様
式
（
三
枚
目
）
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

延
滞

日
数

 

納
付

指
定

日
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

年
 

１
４

．
６

％
 

日
 

年
 

 
 

 
 

％
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 

」
 を 

納
付

指
定

日
 

延
滞
金

特
例

期
間
の

 

末
日

 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

「
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

」
 

「
 年

 
 

 
％

の
末

日
 
」

 
「

 

日
 

 

」
 

に
改
め
、
同
様
式
（
二
枚
目
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
「

 
」

 

あ
て

先
 

宛
先

 

年
 

 
％

 

の
末

日
 

「
 

」
 

「
 特

例
期

間
 

の
末

日
 

」
 

「
 

の
末

日
 

年
 

 
％

 

」
 

「
 

の
末

日
 

特
例

期
間

 

」
 

「
 延

滞
金

を
年

 

％
の

割
合

 

で
計

算
す

る
 

期
間

の
末

日
 

 

」
 

延
滞

金
特

例
 

期
間

の
末

日
 

 

「
 

」
 

延
滞

金
 

年
１

４
．

６
％

 

日
 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

「
 特

例
期

間
の

末
日

 

年
 

 
 

％
の

末
日

 
「

 
特

例
期

間
の

末
日

 

日
 

 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 年
 

 
 

％
の

末
日

 

日
 

 
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（
四
枚
目
）
中 

」
 

「
 特

例
期

間
の

末
日

 
」

 
「

 

日
 

 

」
 

「
 

」
 

別
記
様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

年
 

 
 

％
の

末
日

 

特
例

期
間

の
末

日
 

別
記
様
式
第
五
号
（
一
枚
目
）
及
び
（
二
枚
目
）
中 

 
 

 
 

 
 

を 



  
 

 
 

 
 

 
 

 

  

別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
十
号
（
四
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
号
の
二
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」 

  

を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 

同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
１

４
．

６
％

 

日
 

年
 

 
 

 
％

 

日
 

 

」
 

「
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

」
 

「
 

お
問

い
合

わ
せ

 
お

問
合

せ
 

特
例

基
準

割
合

等
の

末
日

 

 

特
例

基
準

割
合

等
の

末
日

 
」

 
「

 特
例

期
間

の
末

日
 

 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

３
 

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

 

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

「
 
延

滞
金

年
 

 
％

 

の
末

日
 

お
問

い
合

わ
せ

 
お

問
合

せ
 

延
滞

金
年

 
 

％
 

の
末

日
 

」
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

「
 延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

延
滞

金
年

 

％
の

末
日
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

お
問

い
合

わ
せ

 
お

問
合

せ
 

特
例

基
準

割
合

等
の

末
日

 

 

特
例

基
準

割
合

等
の

末
日

 
」

 
「

 
特

例
期

間
の

末
日

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

３
 

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

 

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

割
合

 

等
の

末
日

 
」

 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
 

日
 

「
 

 

 

」
 

「
 延

滞
金
特
例
基
準
割
合
等

 

の
末

日
 

」
 

延
滞
金
特
例
期
間
の
末
日

 

「
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 
 

年
 

 
％

 
 

 日
 

年
１

４
．
６

％
 

日
 

年
 

 
％

 
 

 日
 

「
 

」
 

延
 

 
滞

 
 

金
 

「
 

」
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う 

」
 

に
改
め
る
。 

」
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

３
 

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

 

 



   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

延
滞

日
数

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

「
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を 

「
 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

割
合

等
の

末
日

 
」

 
「

 

延
滞

金
特

例
期

間
の

末
日

 

延
滞

金
 

 

」
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

課
 税

 事
 務

 所
 

年
 

 
 

 
％

 
 

 
 

 
 

日
 

年
１

４
．

６
％

 
 

 
 

 
 

日
 

年
 

 
 

 
％

 
 

 
 

 
 

日
 

県
税

 

「
 

」
 

県
税

 

 

「
 

」
  

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

」
 

」
 

ご
了

承
く

だ
さ

い
 

御
了

承
く

だ
さ

い
 

延
 

滞
 

日
 

数
 

課
 税

 事
 務

 所
 

課
 税

 事
 務

 所
 

 

 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

３
 

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

 

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 



   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

      
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 延

滞
金

特
例

基
準

 

割
合

等
の

末
日

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

「
 

」
 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
末

日
 

「
 

」
 

延
滞

日
数

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

「
 

」
 

」
 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

あ
て

先
 

宛
先

 
「

 
延

滞
金

 

 

金
特

例
基

準
割

合
等

の
末

日
 

 

」
 

を 
延

滞
金

特
例

期
間

の
 

 

「
 

の
末

日
 

」
 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

延
 

滞
 

日
 

数
 

日
 

日
 

「
 

」
 

「
 

  
 

  ２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

３
 

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
の

 

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

「
 延

滞
金

特
例

基
準

 

割
合

等
の

末
日

 
」

 

「
 延

滞
金

特
例

期
間

 

の
末

日
 

」
 

「
 

」
 



   

 

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
十
四
号
（
四
）
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
五
）
中 

   
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
八
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 

「
 

」
 

県
税

 
 

 

「
 

」
 

「
 

延
滞

日
数

 

納
付

指
定

日
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 

年
１

４
．

６
％

 
 

日
 

年
 

 
 

 
％

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

」
 を 

納
付

指
定

日
 

延
滞

金
特

例
 

期
間

の
末

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

「
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

」
 

「
 
延

滞
金

年
 

％
の

末
日

 

 

日
 」

 
延

滞
金

特
例

期
間

の
末

日
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
「

 
」

 
延

滞
 

日
数

 

 

年
１

４
．

６
％

 

年
 

 
 

 
％

 

  

 

「
 

」
 

 

 

「
 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

「
 

」
 

２
 

延
滞

金
特

例
期

間
と

は
、

延
滞

金
年

７
．

３
％

の
割

合
又

は
地

方
税

法
附

則
第

 

３
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
 

合
の

い
ず

れ
か

を
適

用
す

る
期

間
を

い
う

。
 

日
 

日
 

延
滞

 

日
数

 

県
税

 

年
１

４
．

６
％

 
日

 

年
 

 
 

 
％

 
日

 

 

 

延
滞

日
数

 

納
付

指
定

日
 

延
滞

金
特

例
基

準
 

割
合

等
の

末
日

 
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

住
（

居
）

所
若

し
く

は
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 



     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

別
記
様
式
第
八
十
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

   

別
記
様
式
第
八
十
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
様
式
第
八
十
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

を
「 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
八
十
四
号
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

    
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

」
 

明
り

よ
う

な
 

明
瞭

な
 

「
 住

（
居

）
所

 

又
は

所
在

地
 」

 
所

 
在

 
地

 

あ
て

先
 

宛
先

 

住
（

居
）

所
若

し
く

は
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

」
 

「
 

明
り

よ
う

な
 

明
瞭

な
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

」
 住

（
居

）
所

 

又
は

所
在

地
 

所
 

在
 

地
 

「
 

「
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

「
 

「
 

」
 

す
べ

て
 

全
て

  

」
 

「
 

に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
八
十
四
号
の
三
中 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

住
（

居
）

所
 

又
は

所
在

地
 

所
 

在
 

地
 

住
（

居
）

所
若

し
く

は
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

」
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

別
記
様
式
第
八
十
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

別
記
様
式
第
八
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
十
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

」 

   
 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

      
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」 

 

あ
て

先
 

宛
先

 

「
 

住
（

居
）

所
若

し
く

は
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

」
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

「
 

」
 

明
り

よ
う

な
 

明
瞭

な
 

住
（

居
）

所
 

又
は

所
在

地
 

所
 

在
 

地
 

あ
て

先
 

宛
先

 

住
 

は
 

は
 

 

「
 

」
 

「
 主

た
る

事
務

所
又

は

事
業

所
の

所
在

地
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

」
 

住
（

居
）

所
若

し
く

 

は
主

た
る

事
務

所
又

 

は
事

業
所

の
所

在
地

 

て
先

 
宛

先
 

「
 

」
 

 

「
  

 

「
 

「
 

別
記
様
式
第
八
十
九
号
中 

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
の

移
転

に
係

る
地

 

関
係

帳
簿

書
類

の
電

磁
的

記
録

等
に

よ
る

保
存

等
の

承
認

申
請

 

方
税

 

書
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

移
転

に
係

る
地

方
税

関
係

帳
簿

書
類

の
 

電
磁

的
記

録
等

に
よ

る
保

存
等

の
承

認
申

請
書

 
あ

 

 

」
 

」
 

別
記
様
式
第
八
十
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

住
（

居
）

所
若

し
く

は
 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 

主
た

る
事

務
所

又
は

事
 

業
所

の
所

在
地

 
住

所
等

 



  
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
の
八
中
「
若
し
く
は
過
誤
納
金
等
充
当
通
知
書
又
は
法
人
の
県
民
税
に
係
る
利
子
割

額
の
控
除
不
足
額
還
付
通
知
書
若
し
く
は
法
人
の
県
民
税
に
係
る
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
充

当
通
知
書
」
を
「
又
は
過
誤
納
金
等
充
当
通
知
書
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
の
表
十
の
二
号
を
削
り
、
同
表
二
十
七
号
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
を

「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
七
の
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
七
項
」

を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
二
号
中
「
第
七
百
五
十
条
第
四
項
」
を

「
第
七
百
五
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
三
号
及
び
八
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
十
四
条
の
表
八
十
四
の
二
号
及
び
八
十
四
の
三
号
を
削
り
、
同
表
八
十
五
号
中
「
地
方

税
関
係
帳
簿
書
類
」
を
「
地
方
税
関
係
帳
簿
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
同
表
八

十
六
号
中
「
地
方
税
関
係
帳
簿
書
類
」
を
「
地
方
税
関
係
帳
簿
」
に
、
「
第
七
百
五
十
条
第
四

項
」
を
「
第
七
百
五
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
七
号
か
ら
八
十
九
号
ま
で
の
規
定
中

「
地
方
税
関
係
帳
簿
書
類
」
を
「
地
方
税
関
係
帳
簿
」
に
改
め
、
同
表
九
十
号
中
「
承
認
済
地

方
税
関
係
帳
簿
書
類
」
を
「
承
認
済
地
方
税
関
係
帳
簿
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
号
の
二
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」
 

明
り

よ
う

な
 

明
瞭

な
 

す
べ

て
 

住
（

居
）

所
 

又
は

所
在

地
 

所
 

在
 

地
 

又
は

地
方

団
体

の
長

 
八
十
三
及
び
八
十
四 

削
除 

事
務

所
等

 
全

て
 

又
は

道
府

県
知

事
 

「
 株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

分
 

 

」
 

「
 

一
般

株
式

等
の

譲
渡

所
得

等
分

 

 

一
般

株
式

等
 

」
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

分
 

「
 

」
 
「

 
 

別
記
様
式
第
九
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

一
般

株
式

等
の

譲
渡

所
得

等
分

 
」

 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

第
４

４
項

 

第
４

５
項

 

第
３

８
項

 

第
３

９
項

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

「 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
二
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

」 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
八
十
号
の
注
意
１
及
び
別
記
様
式
第
八
十
号
の
二
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

（
」
を
「 

 
 

 
 

（
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
八
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
八
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
八
十
四
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
八
十
四
号
の
三
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
八
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
４

４
項

 

第
４

５
項

 

第
４

６
項

 

第
３

８
項

 

第
３

９
項

 

第
４

０
項

 

「
 ９

 
国

外
公

社
債

等
の

利
子

等
 

 

」
 

「
 
９

 
国

外
一

般
公

社
債

等
の

利
子

等
 

あ
て

先
 

宛
先

 

 

 

 
」

 

国
外

公
社

債
 

等
の

利
子

等
 

国
外

一
般

公
社

債
等

の
利

子
等

 

別
記
様
式
第
八
十
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

第
７

４
８

条
第

１
項

 

第
７

４
９

条
第

１
項

 

第
７

４
８

条
 

第
７

４
９

条
第

１
項

 
第

 

７
４

８
条

第
１

項
 

第
７

４
８

条
 

別
記
様
式
第
七
十
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

に
改
め
る
。 

別
記

様
式

第
八

十
三

号
及

び
別

記
様

式
第

八
十

四
号

 
削

除
 



別記様式第８５号 

地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機 

出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書 

 
受 付 印 

 ※整理番号  

  

主たる事務所又は事

業所の所在地 

（電話番号   ―   ―   ）       年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

氏名又は名称及び代

表者氏名 ◯印 

屋 号  

 地方税法第７４９条第２項の承認を受けたいので、同法第７５０条第１項の規定により申請します。 

１ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の種類、電磁的記録の保存に代える日、保存場所及び国税関係申請状況 

帳  簿  の  種  類 電磁的記録の保存に代える日 
（当初の承認を受けた年月日等） 

保 存 場 所 
国税関係
申請状況 税 目 名 称 ・ 作 成 事 務 所 等 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  



 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

  
年  月  日   

（     年  月  日）  
 

未・済 
税務署 

２ 主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所 

都道府県名 所            在            地 

  

３ 取りやめの届出書を提出し、又は取消しの通知を受けた地方税関係帳簿の種類及びその年月日（この申請に係る地方税関係帳簿につい
て、電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書を提出し、又は承認を取り消された後に、再び、承認を受けようとする場合） 

  



 

区   分 
対 象 と な つ た 帳 簿 の 種 類 届出書の提出

通知書の受理
年月日 対象となつた保存方法 

税    目 名 称 ・ 作 成 事 務 所 等 

取りやめ届出 
取消し通知 

  年  月  日 電磁的記録・ＣＯＭ 

取りやめ届出 
取消し通知 

  年  月  日 電磁的記録・ＣＯＭ 

取りやめ届出 
取消し通知 

  年  月  日 電磁的記録・ＣＯＭ 

取りやめ届出 
取消し通知 

  年  月  日 電磁的記録・ＣＯＭ 

４ ＣＯＭによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする期間 

  ① 保存期間のうち保存期間の初日から（          ）が経過した日以後の期間 
  ② 保存期間の全期間 

５ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機の概要 

区      分 メ ー カ ー 名 機 種 名 台 数 運用形態 
設置場所（委託運用の場合は、
委託先の名称及び所在地） 

コンピュータ・プリンタ・
その他 
（          ） 

  
台 

自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・
その他 
（          ） 

  
台 

自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・
その他 
（          ） 

  
台 

自己・委託  

  



 
コンピュータ・プリンタ・
その他 
（          ） 

  
台 

自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・
その他 
（          ） 

  
台 

自己・委託  

６ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の作成に使用するプログラムの概要 

区        分 
市 販 プ ロ グ ラ ム の 場 合 市販プログラム以外の場合 

備    考 
メ ー カ ー 名 商 品 名 等 所 有 者 名 等 プログラム言語 

自己開発・委託開発・市販・そ
の他（        ） 

     

自己開発・委託開発・市販・そ
の他（        ） 

     

自己開発・委託開発・市販・そ
の他（        ） 

     

自己開発・委託開発・市販・そ
の他（        ） 

     

自己開発・委託開発・市販・そ
の他（        ） 

     

７ 総務省令に定める要件を満たすためにとろうとする措置 

 

 



 

(１) 訂正又は削除の事実及び内容の確認に関する措置 

 □ データを直接に訂正又は削除をすることができるが、その事実及び内容が自動的に記録されるシステムを使用する。 

 □ データを直接に訂正又は削除をすることができないシステムを使用し、訂正又は削除は、いわゆる反対仕訳（当初データの特定

に必要な情報を付加）を入力することにより行う。 

 □ 上記以外の方法による。 

    （                                                      ） 

 
 ※ 該当する場合のみ記載してください。 

  □ ただし、入力日から〔     〕日間に限つては、訂正又は削除の事実及び内容を残さない（内部規程でこの旨を定める）。 

(２) 追加入力した事実の確認に関する措置 
 □ 入力データに入力年月日の情報を自動的に付加する（付加した情報を訂正又は削除をすることができない）システムを使用する。 
 □ 入力データに個々のデータを特定できる情報〔□一連番号、□伝票番号、□その他（          ）〕を自動的に付加す

る（付加した情報を訂正又は削除をすることができない）システムを使用する。 
 □ 上記以外の方法による。 
    （                                                      ） 

(３) 地方税関係帳簿間の記録事項の関連性の確認に関する措置 

 □ 〔□一連番号、□伝票番号、□その他（               ）〕により地方税関係帳簿間の関連性を確認することが

できるようにする。 
  



 
 
 
 □ 上記以外の方法による。 

    （                                                      ） 

(４) システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置 

 □ 次の名称の書類を備え付ける。 

  ① システムの概要を記載した書類 

    （                                                     ） 
  ② システムの開発に際して作成した書類 

    （                                                     ） 
  ③ システムの操作説明書 

    （                                                     ） 
  ④ 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類又は処理委託契約書並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手

続を明らかにした書類 

    （                                                     ） 

(５) ディスプレイ及びプリンタの備付け並びに出力に関する措置 

 □ 電磁的記録の備付け及び保存をする場所に出力のための電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを備え付けて、電

磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で出力することができるようにする。 

 □ 上記以外の方法による。 

    （                                                     ） 

 

 



  

(６) 検索機能の確保に関する措置 

 □ 主要な記録項目を検索の条件として設定することができる。 

 検索の条件として設定することができる記録項目 主  な  帳  簿  書  類  名  
□取引年月日 □勘定科目 □取引金額 □     □  
□      □     □     □     □   
□      □     □     □     □  
□      □     □     □     □  
□      □     □     □     □  

 □ 日付又は金額に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができる。 

 □ ２以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができる。 

(７) ＣＯＭの作成等に関する事務手続関係書類等の備付けに関する措置 

 □ ＣＯＭの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類として次の名称の書類を備え付ける。 

    （                                                      ） 

 □ ①保存義務者又は事務責任者の電磁的記録が真正に出力され、ＣＯＭが作成された旨を証する記載及び記名押印、②ＣＯＭの作

成責任者の記名押印、③ＣＯＭの作成年月日が記載された書類を備え付ける。 

(８) ＣＯＭの索引簿の備付けに関する措置 

 □ 帳簿の種類などを特定し、対応するＣＯＭを探し出すことができる索引簿を備え付ける。 

 □ 索引簿の備付けに代え、ＣＯＭフィッシュのヘッダーに所要の事項を出力し、これをフィッシュアルバムに整然と収納する。 

 □ 上記以外の方法による。 

    （                                                      ） 

(９) ＣＯＭの索引の出力に関する措置 

 □ ＣＯＭごとの記録事項の索引をそれぞれのＣＯＭに出力する。 
  



  

(１０) マイクロフィルムリーダプリンタの備付け及び出力に関する措置 

 □ ＣＯＭの保存をする場所に出力のためのマイクロフィルムリーダプリンタを備え付けて、ＣＯＭの内容をマイクロフィルムリー

ダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにする。 

 □ 上記以外の方法による。 

    （                                                      ） 

(１１) ３年間の電磁的記録の並行保存又はＣＯＭの検索機能の確保に関する措置 

 ※ 次の措置をとろうとする場合は、(５)又は(６)についても記載してください。 

 □ 上記(５)及び(６)の措置をとつて電磁的記録を保存する。 

 □ 上記(６)の機能に相当するＣＯＭの記録事項の検索をすることができる機能を確保する。 

 □ 上記以外の方法による。 

８ その他参考となる事項 

添
付
資
料 

１ 電子計算機処理システムの概要を記載した書類 

２ 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類（当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に

係る契約書の写し） 

３ 記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 
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式
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式
第
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ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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別記様式第８７号 

地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書 

 
受 付 印 

  ※整理番号  

  主たる事務所又は
事業所の所在地 

（電話番号  ─  ─  ）     年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

氏名又は名称及び

代表者氏名 ○印   

屋 号  

次の地方税関係帳簿について電磁的記録等による保存等を取りやめますので、地
方税法第７５１条第１項の規定により届け出ます。 

１ 電磁的記録等による保存等をやめようとする地方税関係帳簿の種類等 

帳 簿 の 種 類 当初の承認
を 受 け た 
年 月 日 等 

保 存 方 法 保存場所 
国税関係

届出状況 税目 名称・作成事務所等 

  年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

  年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

  年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

２ 電磁的記録等による保存等をやめようとする理由 

                                     

                                     

                                     

                                      

３ その他参考となる事項 

 
  



別記様式第８８号 

地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の変更の届出書 

 
受 付 印 

  ※整理番号  

  主たる事務所又は
事業所の所在地 

（電話番号  ─  ─  ）     年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

氏名又は名称及び

代表者氏名 ○印   

屋 号  

次の事項を変更することとしたので、地方税法第７５１条第２項の規定により届
け出ます。 

１ 変更しようとする地方税関係帳簿の種類等 

帳 簿 の 種 類 変更しようとする
日（当初の承認を
受けた年月日等） 

保 存 方 法 保存場所 
国税関係

届出状況 税目 名称・作成事務所等 

  
年 月 日 

（ 年 月 日） 
□電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

  
年 月 日 

（ 年 月 日） 
□電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

  
年 月 日 

（ 年 月 日） 
□電磁的記録 
□ＣＯＭ  未・済 

税務署 

２ 変更しようとする事項及び変更の内容 

変 更 事 項 変 更 の 内 容 

  

３ その他参考となる事項 

 
  



別記様式第８９号 
                   主たる事務所又は事業所の移転に係る地方税関係 

                   帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書 

 
受 付 印 

    ※整理番号  

  氏名又は名称及び 

代表者氏名 ○印       年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 屋 号  

事

務

所

等 

移 転 後 主たる事務所又は事
業所の所在地 

（電話番号  ─  ─  ） 

移 転 前 主たる事務所又は事

業所の所在地 
（電話番号  ─  ─  ） 

地方税法第７５２条第１項（第７５４条において準用する場合を含む。）の規定に基づく承認を受けたいので、申請します。 

１ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の種類、移転前の承認年月日、移転後の保存場所及び国税関係承認状況等 

帳 簿 の 種 類 

承認年月日 保存方法 移転後の保存場所 国税関係承認状況 
税目 名称・作成事務所等 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ  

税務署 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ 

 
税務署 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ 

 
税務署 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ 

 
税務署 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ 

 
税務署 

   年 月 日 □電磁的記録 
□ＣＯＭ  

税務署 

２ 主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所 

都道府県名 所 在 地 

  

３ 事務所等を移転した日 

       年    月    日 

４ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機の概要 

区 分 メ ー カ ー 名 機 種 名 台 数 運用形態 設置場所（委託運用の場合は、

委託先の名称及び所在地） 

コンピュータ・プリンタ・

その他（       ） 
  台 自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・

その他（       ） 
  台 自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・

その他（       ） 
  台 自己・委託  

コンピュータ・プリンタ・

その他（       ） 
  台 自己・委託  

  



 

５ 承認を受けようとする地方税関係帳簿の作成に使用するプログラムの概要 

区 分 
市 販 プ ロ グ ラ ム の 場 合 市販プログラム以外の場合 

備 考 
メ ー カ ー 名 商 品 名 等 所 有 者 名 等 プログラム言語 

自己開発・委託開発・市販・
その他（        ）      

自己開発・委託開発・市販・
その他（        ）      

自己開発・委託開発・市販・
その他（        ）      

自己開発・委託開発・市販・
その他（        ）      

自己開発・委託開発・市販・
その他（        ）      

６ 総務省令に定める要件を満たすためにとろうとする措置 

 

(１) 訂正又は削除の事実及び内容の確認に関する措置 
□ データを直接に訂正又は削除をすることができるが、その事実及び内容が自動的に記録されるシステムを使用する。 
□ データを直接に訂正又は削除をすることができないシステムを使用し、訂正又は削除は、いわゆる反対仕訳（当初

データの特定に必要な情報を付加）を入力することにより行う。 
□ 上記以外の方法による。 

（ ） 

 
※ 該当する場合のみ記載してください。 

□ ただし、入力日から〔     〕日間に限つては、訂正又は削除の事実及び内容を残さない（内部規程でこ

 の旨を定める）。 

(２) 追加入力した事実の確認に関する措置 
□ 入力データに入力年月日の情報を自動的に付加する（付加した情報を訂正又は削除をすることができない）システ

ムを使用する。 
□ 入力データに個々のデータを特定することができる情報〔□一連番号、□伝票番号、□その他（        

  ）〕を自動的に付加する（付加した情報を訂正又は削除をすることができない）システムを使用する。 
□ 上記以外の方法による。 

（ ） 
(３) 地方税関係帳簿間の記録事項の関連性の確認に関する措置 

□ 〔□一連番号、□伝票番号、□その他（              ）〕により地方税関係帳簿間の関連性を確認
することができるようにする。 

□ 上記以外の方法による。 

（                                                 ） 
(４) システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置 

□ 次の名称の書類を備え付ける。 
① システムの概要を記載した書類 

（                                                ） 
② システムの開発に際して作成した書類 

（                                                ） 
③ システムの操作説明書 

（                                                ） 
④ 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類又は処理委託契約書並びに電磁的記録の備付け及び保存に
関する事務手続を明らかにした書類 

（                                                ） 

 

(５) ディスプレイ及びプリンタの備付け並びに出力に関する措置 
□ 電磁的記録の備付け及び保存をする場所に出力のための電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを備

え付けて、電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力すること
ができるようにする。 

□ 上記以外の方法による。 

（ ） 
(６) 検索機能の確保に関する措置 

□ 記録項目を検索の条件として設定することができる。 

 検索の条件として設定することができる記録項目 主 な 帳 簿 名  

 □取引年月日 □勘定科目  □取引金額 □   

 □      □      □     □   

 □      □      □     □    



 

 □      □      □     □   

 □      □      □     □   

□ 日付又は金額に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができる。 
□ ２以上の記録項目を組み合わせて条件を設定することができる。 

７ その他参考となる事項 

添
付
書
類 

１ 移転前に受けていた承認に係る通知の写し又は道府県知事の証明書 

２ 電子計算機処理システムの概要を記載した書類 

３ 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類（当該電子計算機処理を他の者に委託している場合に
は、その委託に係る契約書の写し） 

４ 記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 
 



別
記
様
式
第
九
十
号
中
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を
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に
、
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」
を
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」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

承
認

済
地

方
税

関
係

帳
簿

書
類

 
承

認
済

地
方

税
関

係
帳

簿
 

帳
簿

書
類

に
 

帳
簿

に
 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
第
一
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
緊
急
の
保
護
を
必
要
と
す
る
女
子
及
び

被
害
者
」
を
「
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
又
は
緊
急
の
保
護
そ
の
他
の
支
援
を
必

要
と
す
る
女
子
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          

埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド
リ
ー
ム
ワ
ー
ク 

三 

代
表
者
の
氏
名 

新
井 

重
人 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
行
田
市
持
田
一
丁
目
十
一
番
五
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
、
職
業
能
力
の
向
上
及
び
就
業
機
会
の
拡
充
等
の
諸
支
援
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
、
福
祉
の
増
進

と
社
会
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
こ
ろ
塾 

三 

代
表
者
の
氏
名 

風
間 

敏
弘 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
下
忍
千
八
百
三
十
五
番
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
の
就
労
意
欲
の
向
上
と
、
職
業
能
力
の
向
上
を
目
指
し
て
諸
支
援

を
行
う
こ
と
を
業
務
と
し
、
も
っ
て
支
援
を
受
け
る
障
が
い
者
お
よ
び
支
援
す
る
職
員
が
共
に

地
域
社
会
を
構
成
す
る
社
会
人
と
し
て
精
神
的
、
肉
体
的
に
成
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
二
号



告 
 

示 

  
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
折

原
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

折
原
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 

当
該
区
域
は
、
県
立
長

玉
淀
自
然
公
園
内
に
位
置
し
、
荒
川
右
岸
の
水
辺
か
ら
山
間
部

へ
と
続
く
、
海
抜
九
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
百
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
変
化
に
富
ん
だ
地
形
を
示

し
、
針
葉
樹
林
、
広
葉
樹
林
等
が
広
が
り
、
数
多
く
の
鳥
獣
の
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

区
域
内
に
お
け
る
鳥
獣
の
生
息
状
況
は
良
好
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
一
層
の
保
護
繁
殖
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号



告 
 

示 

  
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
三
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
名

栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 

こ
の
区
域
は
県
立
奥
武
蔵
自
然
公
園
の
一
角
に
位
置
し
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
地
で
あ

り
、
多
数
の
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
ま
た
、
区
域
の
中
心
に
あ
る
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ

ザ
が
、
自
然
環
境
活
動
等
も
行
う
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
が
野
生
鳥
獣

に
対
す
る
興
味
、
関
心
を
高
め
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
四
号



告 
 

示 

  
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て
）
に
係
る
長

第
二
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

長

第
二
小
学
校
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
五
号



告 
 

示 

  
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
一
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て
）
に
係
る
荒

川
大
麻
生
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

荒
川
大
麻
生
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
六
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羽
生
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
九
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
七
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秩
父
高
原
牧
場
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

三
ヶ
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

志
多
見
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
一
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
流
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

長

北
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

利
根
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

白
岡
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
五
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

上
里
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
足
立
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

                         

川 

口 

市 

昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号
で
告
示
し
た
川
口
鳥
獣
保

護
区
及
び
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
九
号
で
告
示
し
た
旧

芝
川
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
除
く
区
域 

戸 

田 

市 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
号
で
告
示
し
た
荒
川
南
部
鳥
獣
保
護

区
の
区
域
を
除
く
区
域 

蕨 
 

 

市 

全
域 

さ
い
た
ま
市 

昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
九
号
及
び
平
成
十
四
年
埼
玉

県
告
示
第
千
九
百
四
十
六
号
で
告
示
し
た
大
宮
公
園
鳥
獣
保
護
区
、
平
成
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
号
で
告
示
し
た
荒
川
南
部
鳥
獣
保
護
区
並
び
に

岩
槻
区
の
区
域
を
除
く
。 

上 

尾 

市 

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
二
号
で
告
示
し
た
上
尾
鳥
獣
保
護

区
及
び
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
五
号
で
告
示
し
た
荒
川

指
定
猟
法
禁
止
区
域
（
鉛
散
弾
の
使
用
禁
止
）
の
区
域
を
除
く
区
域 

桶 

川 

市 

平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
五
号
で
告
示
し
た
荒
川
指
定

猟
法
禁
止
区
域
（
鉛
散
弾
の
使
用
禁
止
）
の
区
域
を
除
く
区
域 

北 

本 

市 

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
三
号
で
告
示
し
た
北
本
鳥
獣
保
護

区
及
び
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
五
号
で
告
示
し
た
荒
川

指
定
猟
法
禁
止
区
域
（
鉛
散
弾
の
使
用
禁
止
）
の
区
域
を
除
く
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
七
号



                                  

鴻 

巣 

市 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域
に
、

次
の
区
域
を
加
え
た
区
域 

鴻
巣
市
屈
巣
地
内
に
お
け
る
鴻
巣
市
と
行
田
市
の
境
界
と
鴻
巣
市
道
川
千

百
四
十
七
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
川
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
道
川
五
号
線
に
沿

っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
五
十
四
号
線
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
六
十
六
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市

道
川
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
千
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
七
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
主
要
地
方
道
鴻
巣
羽
生
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
四

十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

鴻
巣
市
道
川
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
百
十
三
号
線
及

び
鴻
巣
市
道
川
千
八
号
線
を
経
て
、
鴻
巣
市
道
川
千
九
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、（
旧
）
鴻
巣
市
（
平
成
十

七
年
十
月
一
日
の
合
併
以
前
の
鴻
巣
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
（
旧
）
川

里
町
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
の
合
併
以
前
の
北
埼
玉
郡
川
里
町
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
鴻
巣
市
道
川
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
川
里
町
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
川
千
五
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
（
旧
）
鴻
巣
市

と
（
旧
）
川
里
町
の
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
川
千
五
十
一
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
川
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に

進
み
、（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
川
里
町
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
（
旧
）
鴻
巣
市
と
（
旧
）
川
里
町
と
行
田
市
の
境
界
と
の
交
点 



                       

（
面
積
四
万
七
千
百
九
十
二
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
（
旧
）
川
里
町
と
行
田
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

北
足
立
郡 

伊 

奈 
町 

全
域 

 

和 

光 

市 

 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
号
で
告
示
し
た
荒
川
南
部
鳥
獣
保
護

区
の
区
域
を
除
く
区
域 

朝 

霞 

市 

 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
号
で
告
示
し
た
荒
川
南
部
鳥
獣
保
護

区
の
区
域
を
除
く
区
域 

新 

座 

市 

 

昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
号
で
告
示
し
た
新
座
鳥
獣
保
護

区
の
区
域
を
除
く
区
域 

 

志 

木 

市 

 

昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
六
号
で
告
示
し
た
新
河
岸

川
・
柳
瀬
川
鳥
獣
保
護
区
及
び
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
号
で
告

示
し
た
荒
川
南
部
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
除
く
区
域 

比 

企 

郡 

川 

島 

町 

平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

 

草 

加 

市 

全
域 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

大
附
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
西
平
地
内
に
お
け
る
と
き
が
わ
町
道
都
一
号
線
と
一
級
河
川
氷

川
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
級
河
川
都
幾
川
と

の
合
流
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
五
十
九
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
五
百

四
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
東
沢
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
東
沢
沿
い
に
稜
線
を
弓
立
山
頂
に
向
か
っ
て
南
東
に
進
み
、
同
山
頂

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
稜
線
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
二
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
三
百
四
十
九
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
三
百
八

十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
比
企
郡
と
き
が
わ

町
と
入
間
郡
越
生
町
と
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
五
百
六
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
五
百
六
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
千
五
百
七
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
六
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
と
き
が
わ
町
道
都
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

た
だ
し
、
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
号
で
告
示
し
た
平
中
学
校
鳥
獣
保
護
区

（
現
萩
ケ
丘
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
）
の
区
域
を
除
く
。 

（
面
積
百
八
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

黒
浜
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

白
岡
市
篠
津
地
内
に
お
け
る
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
栗
橋
線
と
黒
沼
用
水
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
用
水
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
と
の
交
点
及
び
主
要
地
方
道
春

日
部
菖
蒲
線
と
の
交
点
を
経
て
、
再
度
主
要
地
方
道
春
日
部
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
の
交
点
を
経
て
東
北
自
動
車
道
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
白
岡
市
と
蓮
田
市
の
境
界

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
市
と
さ
い
た
ま
市
と

蓮
田
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
県
道
蓮
田
杉
戸
線
と
の
交
点
を
経
て
、
一
級
河
川
元
荒
川
と
の
接
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
を
経
て
、
蓮
田
市
と
上
尾

市
と
さ
い
た
ま
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
蓮
田
市
と
上
尾
市
の
境
界
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
の
交
点
を
経
て
、
蓮
田
市
と
上
尾
市
と
北
足
立
郡
伊
奈
町

の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
蓮
田
市
と
北
足
立
郡
伊
奈
町
の
境
界
に
沿
っ
て
北
に

進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
五
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に

進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
二
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東

に
進
み
、
蓮
田
市
道
五
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進

み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、

蓮
田
市
と
白
岡
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
白
岡
市
道

二
千
百
五
十
六
号
線
と
同
市
道
二
千
百
四
十
一
号
線
の
交
点
の
真
南
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
白

岡
市
道
二
千
百
五
十
六
号
線
へ
向
か
っ
て
北
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
千
百
五
十
六
号
線
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
千
百
五
十
五
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
白
岡
市
道
百
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
千
百
八
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
さ
ら
に
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
白
岡

市
道
二
千
百
八
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

白
岡
市
道
二
千
百
二
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
九
号



み
、
白
岡
市
道
二
千
百
二
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東

に
進
み
、
白
岡
市
道
二
千
百
二
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
東
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
百
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
千
百
九
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
市
と
久
喜
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
白
岡
市
野
牛
地
内
に
お
い
て
、
東
北
自
動
車

道
と
白
岡
市
道
二
百
三
十
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東

に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
の
交
点
を
経
て
久
喜
市
と
白
岡
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
二
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
四
百
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
四
百
二
十
九
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
七
十
号
線
を
経
て

白
岡
市
道
七
千
四
百
三
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に

進
み
、
白
岡
市
道
七
千
四
百
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

に
進
み
、
白
岡
市
道
七
千
四
百
七
十
一
号
線
を
経
て
同
市
道
百
二
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
市
道
二
百
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
姫
宮
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
市
道
百
二
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

自
動
車
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
二
千
六
百
四
十
六
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域
に
、
次
の
区
域
を
加
え

た
区
域 

 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
馬
込
地
内
に
お
け
る
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
二
十
四
号
線
と
東

北
自
動
車
道
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
自
動
車
道
を
北
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
の
境

界
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
三
号
線
と
さ
い
た
ま

市
道
二
千
百
七
十
二
号
線
の
交
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
二
号
線
を
北
に
延
長
し

た
直
線
と
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
前
記
の
直
線
に
沿
っ

て
南
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
二
号
線
と
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
五
十
一
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
二
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
さ

い
た
ま
市
道
二
千
百
七
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進

み
、
さ
い
た
ま
市
道
二
千
百
二
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
区
域
及
び
さ
い
た
ま
市
道
千
三
百
四
十
二
号
線
と
さ
い
た
ま
市
と
蓮

田
市
の
境
界
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田

市
と
白
岡
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
と
白
岡
市
の
境
界
に
沿
っ

て
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
千
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
千
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
東
に
進
み
、
さ
い
た
ま
市
道
千
百
三
十
号
線
を
経
て
、
さ
い
た
ま
市
道
千
三
百
四
十
二
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
区
域 

（
面
積
一
万
五
千
二
百
二
十
六
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

久
喜
・
幸
手
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

久
喜
市
久
喜
東
四
丁
目
地
内
に
お
け
る
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境
界
と
久
喜
市
道

久
喜
二
百
四
十
二
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の

境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
白
岡
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
久
喜
市
と
白
岡
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
河

原
井
と
白
岡
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
の
境
界

に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境
界

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一

級
河
川
庄
兵
衛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
二

百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
県
道
下
早

見
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
久
喜
三
千
五
十
一
号
線
を
経
て

久
喜
市
道
久
喜
三
千
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
三
千
三
百
六
十
五
号
線
を
経
て
一
級
河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至

り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
二
百
五
十
四
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
千
百
十
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
備
前
前
堀
川
と
の
交
点

に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
東
に
沿
っ
て
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
三
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
三

号
線
、
久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
二
号
線
及
び
久
喜
市
道
久
喜
千
二
十
七
号
線
を
経
て
、
久

喜
市
道
久
喜
二
十
二
号
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川

備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
九
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖

蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市

菖
蒲
町
三
箇
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
一
号



喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲

と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
加
須
市
の
境

界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
加
須
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
六
万

部
と
久
喜
市
中
妻
と
加
須
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
六
万
部
と
久
喜
市
中
妻
の

境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
上
清
久
と
久
喜
市
中
妻
の
境
界
、
久
喜
市
下
清
久
と
久

喜
市
久
本
寺
の
境
界
を
経
て
久
喜
市
下
清
久
と
久
喜
市
久
本
寺
と
久
喜
市
上
早
見
と
の
境
界

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
上
早
見
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久

喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
新
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久

喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜

市
野
久
喜
と
久
喜
市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
上
内
と
の
境
界
を
経
て
、
一
級

河
川
青
毛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
東
大
鏡
橋

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久

喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
を
経
て
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
久
喜
市
西

大
輪
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
久
喜
市
野
久
喜
及
び
古
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
、
久
喜
市
野
久
喜
と

久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
、
久
喜
市
青
毛
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
を
経
て
、
葛
西
用
水
路

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
三
百
九
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
幸
手
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市

八
甫
と
久
喜
市
狐
塚
と
幸
手
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
幸
手
市
の
境
界
に

沿
っ
て
東
に
進
み
、
県
道
阿
佐
間
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
県
道
加
須
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
東
に
進

み
、
一
般
国
道
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
主
要

地
方
道
さ
い
た
ま
幸
手
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿
っ
て
南
に
進

み
、
北
側
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手

市
道
千
五
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市

道
千
五
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市

道
千
五
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道

千
八
百
六
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市

道
千
八
百
七
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手

市
道
千
八
百
五
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸

手
市
道
千
八
百
六
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
さ

ら
に
同
市
道
を
延
長
し
た
直
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
茨
城
県
猿
島
郡
五
霞
町
と
の
境
界
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
三
百
七
十
八
号
線
と
の
接
点



に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
三
百
九
十
九
号
線
と
の

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
境
杉
戸
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北

飾
郡
杉
戸

町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
境

杉
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
安
戸
落
悪

水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
悪
水
路
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
倉
松
川
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
の
左
岸
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
九

十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
県
道
並
塚
幸
手
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
九
百
二
十
八
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北

飾
郡
杉
戸
町
の
境

界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要

地
方
道
さ
い
た
ま
幸
手
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
を
南
に
進
み
、
南
埼
玉

郡
宮
代
町
と
北

飾
郡
杉
戸
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進

み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮

代
町
道
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町
道

六
百
六
十
九
号
線
を
経
て
宮
代
町
道
六
百
七
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
宮
代
町
道
七
十
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
六
百

五
十
五
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境
界

の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
四
千
四
百
二
十
四
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

井
沼
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

蓮
田
市
大
字
根
金
地
内
に
け
る
一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
県
道
上
尾
久
喜
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
五
十
五
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
二
十
一
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
綾
瀬
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
蓮
田
市
と
北
足
立
郡
伊
奈
町
と
桶
川
市
の
境
界
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
蓮
田
市
と
桶
川
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
赤

堀
川
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
元
荒
川
と

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
蓮
田
市
と
久
喜
市
と
白
岡
市

の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
蓮
田
市
と
白
岡
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
七
百
六
十
八
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

栗
橋
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

久
喜
市
栗
橋
北
二
丁
目
地
内
に
お
け
る
久
喜
市
と
加
須
市
の
境
界
と
久
喜
市
道
栗
橋
一
号

線
と
の
接
点
を
起
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
羽

生
外
野
栗
橋
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久

喜
市
道
栗
橋
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
般
国

道
四
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
五

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
二

百
二
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と

茨
城
県
猿
島
郡
五
霞
町
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
に
沿
っ
て
南
西
に

進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久

喜
市
道
栗
橋
三
百
四
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
幸
手
市
の
境
界
に

沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
五
百
二
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
県
道
阿
佐
間
幸
手
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に

沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
幸
手
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に

沿
っ
て
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
旧
鷲
宮
町
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
の
合
併
以
前
の
鷲

宮
町
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
旧
栗
橋
町
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
の
合
併
以
前
の

栗
橋
町
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
旧
鷲
宮
町
と
旧
栗
橋
町
の

境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
と
加
須
市
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境

界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界

に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
二
百
四
十
七
号
線
と
稲
荷
木
落
排
水
路
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
排
水
路
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
加
須
市
道
百
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
東
川
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
加
須
市
道
大
二
千
百
七
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
利
根
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
加
須
市
と
久
喜
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
三
号



に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

た
だ
し
、
久
喜
市
新
井
地
内
に
お
け
る
久
喜
市
道
栗
橋
七
百
七
号
線
と
久
喜
市
道
栗
橋
七
百

号
線
の
接
点
を
起
点
と
し
、
久
喜
市
道
栗
橋
七
百
号
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗

橋
七
百
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道

栗
橋
六
百
八
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久

喜
市
道
栗
橋
六
百
八
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進

み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
七
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

西
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
九
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
八
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
稲
荷
木
落
排
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
排
水
路
に
沿
っ

て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
八
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
七
百
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
六
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
六
百
九
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
栗
橋
七
百
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。 

（
面
積
千
五
百
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

権
現
堂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

久
喜
市
小
右
衛
門
地
内
に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
と
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
地
点
か
ら
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
茨
城
県
猿
島
郡
五

霞
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
と
幸
手
市
と
茨
城

県
猿
島
郡
五
霞
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
幸
手
市
と
茨
城
県
猿
島
郡
五
霞
町
の
境
界
に

沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
大
字
上
吉
羽
地
内
の
幸
手
市
道
千
八
百
六
十
号
線
の
北
方
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
南
に
進
み
同
市
道
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に

進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
五
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西

に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
七
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
六
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
西
に
進
み
、
北
側
用
水
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿

っ
て
北
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
に
進

み
、
幸
手
市
道
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸

手
市
道
二
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
を
経
て
、
幸
手
市
道
二
号
線
と

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
久
喜
市
と
の
境
界

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
百
八
十
三
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羽
生
水
郷
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

羽
生
市
大
字
弥
勒
地
内
に
お
け
る
県
道
羽
生
外
野
栗
橋
線
と
羽
生
市
道
〇
二
二
六
号
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
羽
生
市
と
加
須
市
の
境

界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
羽
生
市
大
字
三
田
ヶ
谷
地

内
に
お
い
て
、
同
境
界
に
沿
っ
て
さ
ら
に
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
七
三
六
六
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
、
羽
生
市
道
〇
二
二
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
羽
生
市
道

〇
一
〇
三
号
線
と
羽
生
市
と
加
須
市
の
境
界
と
の
接
点
を
起
点
と
し
て
、
羽
生
市
道
〇
一
〇
三

号
線
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
三
田
ヶ
谷
用
水
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路

に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
一
七
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に

沿
っ
て
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
一
七
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
一
八
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
一
八
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
羽
生
市
道
〇
一
一
九
号
線
と
羽
生
市
道
三
〇
一
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
羽
生
市
道
三
〇
一
五
号
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
〇
一
二
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
〇
一
一
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
羽
生
市
道
三
〇
一
〇
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
羽
生
市
道
〇
一
〇
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
県
道
利
根
川
自
転
車
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
自
転
車
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
羽
生
市
大
字
名
と
羽
生
市
大
字
常
木
の
境
界
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
利
根
川
河
川
敷
に
向
か
い
、
羽
生
滑
空
場
の
河
川
側

縁
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
加
須
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西

に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
五
百
十
五
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
五
号



 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

小
林
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
小
林
地
内
に
お
け
る
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
七
百
四
十
七
号
線
を
延
長
し
た

直
線
と
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
二
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市

道
菖
蒲
二
千
二
百
五
十
三
号
線
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
二
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
附
廻
堀
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
七
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
六
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
九
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
十
三
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
同
市
道
を
延
長
し
た
直
線
と

見
沼
代
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市

道
菖
蒲
千
七
百
四
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
五
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
十
一
号
線
と
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
五
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
五
号
線
を
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
白
岡

市
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界

に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
北

西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
七
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
七
百
四
十
六
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
（
都
市

計
画
決
定
路
線
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜

市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に

進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
六
号



に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
二
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
小
林
と
久
喜
市
菖
蒲
町
下
栢
間
と
の
境
界
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
を
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
七
十
四
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
二
十
五
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
川
越
栗
橋
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二

千
七
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜

市
道
菖
蒲
二
千
三
百
九
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に

進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
四
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
四
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
笠
原
菖
蒲
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道

に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
四
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
七
百
四
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
さ
ら
に
同
市
道
を
延
長
し
た
直
線
に
沿
っ

て
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

（
面
積
五
百
二
十
五
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提

供
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号



介護保険 

事業所番号  

事業所名称 

（施設名称）  

事業所所在地 

（施設所在地）  

サービスの種

類  

事業者名称又は氏名 

（開設者名称又は氏名）  

指定 

年月日  

1173102730 くまがやコアラ 埼玉県熊谷市上之２０４９番地１６ 訪問介護 
特定非営利活動法人くまが

やコアラ 
H25.8.1 

1170205882 居宅介護支援事業所 こころ 
埼玉県川口市三ツ和一丁目１２－４ 

三ツ和第一プラット２０１号室 
居宅介護支援 株式会社 相場 H25.8.1 

1170205890 まごころホーム 川口 埼玉県川口市新堀１１２番地の１ 通所介護 株式会社ニュースグループ H25.8.1 

1170205890 まごころホーム 川口 埼玉県川口市新堀１１２番地の１ 
介護予防通所

介護 
株式会社ニュースグループ H25.8.1 

1170205908 ディサービス ふくろうの森 埼玉県川口市坂下町４丁目２番１号 通所介護 
株式会社 オウルフォレス

ト 
H25.8.1 

1170205908 ディサービス ふくろうの森 埼玉県川口市坂下町４丁目２番１号 
介護予防通所

介護 

株式会社 オウルフォレス

ト 
H25.8.1 

1172504142 
介護予防デイサービス お元気

倶楽部 

埼玉県所沢市小手指町４丁目１０番

地１０ ピュア小手指３号 
通所介護 株式会社ウェルネスケア H25.8.1 

1172504142 
介護予防デイサービス お元気

倶楽部 

埼玉県所沢市小手指町４丁目１０番

地１０ ピュア小手指３号 

介護予防通所

介護 
株式会社ウェルネスケア H25.8.1 

1172504159 
デイサービス街の詩 小手指駅

南口店 

埼玉県所沢市小手指町３－１７小手

指ハイツ西武ショッピングプラザＮ

棟 

通所介護 株式会社夢舞台 H25.8.1 

1172504159 
デイサービス街の詩 小手指駅

南口店 

埼玉県所沢市小手指町３－１７小手

指ハイツ西武ショッピングプラザＮ

棟 

介護予防通所

介護 
株式会社夢舞台 H25.8.1 

1172504167 
社会医療法人至仁会 フィット

リハ陽 西所沢 
埼玉県所沢市久米１２８９番１２ 

介護予防通所

介護 
社会医療法人 至仁会 H25.8.1 



1172504175 
ケアマネファーム ステップ・

スキップ小手指駅南口店 

埼玉県所沢市小手指町３－１７小手

指ハイツ西武ショッピングプラザＮ

棟 

居宅介護支援 株式会社夢舞台 H25.8.1 

1172504183 茶話本舗デイサービス西所沢 埼玉県所沢市久米１２９７－３ 通所介護 
株式会社フリーエージェン

ト 
H25.8.1 

1170602476 茶話本舗デイサービス八木崎 
埼玉県春日部市栄町１丁目４５９番

地クローバーＫ１階 
通所介護 株式会社ウェルオフ H25.8.1 

1170602484 フィットネスデイ リズム 
埼玉県春日部市谷原３丁目１８番３

号 
通所介護 株式会社ライズ H25.8.1 

1170602484 フィットネスデイ リズム 
埼玉県春日部市谷原３丁目１８番３

号 

介護予防通所

介護 
株式会社ライズ H25.8.1 

1170602492 フィットネス・デイ・オズ 埼玉県春日部市中央１丁目７番地４ 
介護予防通所

介護 
オゾンクリーン株式会社 H25.8.1 

1174601805 クローバー訪問介護 さいたま 埼玉県深谷市小前田２５６０ 訪問介護 クローバーホーム株式会社 H25.8.1 

1174601805 クローバー訪問介護 さいたま 埼玉県深谷市小前田２５６０ 
介護予防訪問

介護 
クローバーホーム株式会社 H25.8.1 

1171601980 福祉用具 アイエリア 埼玉県上尾市大字南５６番地 福祉用具貸与 株式会社エルアンドビー H25.8.1 

1171601980 福祉用具 アイエリア 埼玉県上尾市大字南５６番地 
介護予防福祉

用具貸与 
株式会社エルアンドビー H25.8.1 

1170802654 飛鳥ケアプラン 埼玉県越谷市袋山２４９番８ 居宅介護支援 株式会社 飛鳥 H25.8.1 

1170802662 デイサービス千代の夢 飛鳥 埼玉県越谷市袋山２４９番８ 通所介護 株式会社 飛鳥 H25.8.1 

1170802662 デイサービス千代の夢 飛鳥 埼玉県越谷市袋山２４９番８ 
介護予防通所

介護 
株式会社 飛鳥 H25.8.1 



1170802670 デイサービス純誠会がもう 
埼玉県越谷市蒲生西町１－８－５３ 

ウエストビル１Ｆ 
通所介護 株式会社純誠会 H25.8.1 

1170802670 デイサービス純誠会がもう 
埼玉県越谷市蒲生西町１－８－５３ 

ウエストビル１Ｆ 

介護予防通所

介護 
株式会社純誠会 H25.8.1 

1171901240 福祉用具暖団 戸田 埼玉県戸田市下戸田２－２７－１４ 福祉用具貸与 株式会社日本シューター H25.8.1 

1171901240 福祉用具暖団 戸田 埼玉県戸田市下戸田２－２７－１４ 
介護予防福祉

用具貸与 
株式会社日本シューター H25.8.1 

1170900987 
訪問介護ステーション アシス

ト 
埼玉県久喜市栗橋東１－７－１７ 訪問介護 株式会社 アシスト H25.8.1 

1170900987 
訪問介護ステーション アシス

ト 
埼玉県久喜市栗橋東１－７－１７ 

介護予防訪問

介護 
株式会社 アシスト H25.8.1 

1165390042 
アイアークス訪問看護ステーシ

ョン・北本 
埼玉県北本市本町四丁目２２番地１ 訪問看護 

株式会社 アイアークス北

本 
H25.8.1 

1165390042 
アイアークス訪問看護ステーシ

ョン・北本 
埼玉県北本市本町四丁目２２番地１ 

介護予防訪問

看護 

株式会社 アイアークス北

本 
H25.8.1 

1172900902 
合同会社コスモス介護支援サー

ビス 

埼玉県富士見市西みずほ台１丁目５

番地１ 
居宅介護支援 

合同会社コスモス介護支援

サービス 
H25.8.1 

1175700697 だんらんの家 蓮田 埼玉県蓮田市上１－４－９ 通所介護 
株式会社プエンテ・アエレ

オ 
H25.8.1 

1176200606 
鶴ヶ島ナーシングホーム デイ

サービスセンター 
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地１３ 通所介護 医療法人 恵雄会 H25.8.1 

1176200606 
鶴ヶ島ナーシングホーム デイ

サービスセンター 
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地１３ 

介護予防通所

介護 
医療法人 恵雄会 H25.8.1 

1176200614 鶴ヶ島ナーシングホーム 埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地１３ 
特定施設入居

者生活介護 
医療法人 恵雄会 H25.8.1 



1176200614 鶴ヶ島ナーシングホーム 埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地１３ 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

医療法人 恵雄会 H25.8.1 

1173201839 
リハビリ デイサービス やま

ざき 
埼玉県比企郡吉見町山ノ下８８６ 通所介護 合同会社山﨑 H25.8.1 

1173201839 
リハビリ デイサービス やま

ざき 
埼玉県比企郡吉見町山ノ下８８６ 

介護予防通所

介護 
合同会社山﨑 H25.8.1 

1174800985 デイサービス ほのか 
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬４６４

１番地５ 
通所介護 株式会社 新 H25.8.1 

1174800985 デイサービス ほのか 
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬４６４

１番地５ 

介護予防通所

介護 
株式会社 新 H25.8.1 

1174201267 デイサービス 梨花 
埼玉県児玉郡神川町元阿保３６０－

１ 
通所介護 株式会社 クロスハート H25.8.1 

1174201267 デイサービス 梨花 
埼玉県児玉郡神川町元阿保３６０－

１ 

介護予防通所

介護 
株式会社 クロスハート H25.8.1 

1174501492 デイ・サロンたんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町寄居８８７－１ 通所介護 
有限会社介護サービスたん

ぽぽ 
H25.8.1 

1174501492 デイ・サロンたんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町寄居８８７－１ 
介護予防通所

介護 

有限会社介護サービスたん

ぽぽ 
H25.8.1 

1173102748 ジョイリハ深谷 
埼玉県熊谷市新堀新田字中山６１４

番１ 
通所介護 

有限会社クラブハウスカゴ

ハラ 
H25.9.1 

1173102748 ジョイリハ深谷 
埼玉県熊谷市新堀新田字中山６１４

番１ 

介護予防通所

介護 

有限会社クラブハウスカゴ

ハラ 
H25.9.1 

1170205916 訪問介護事業所 あおぞら中央 
埼玉県川口市柳崎３丁目６番２５号 

ハイネスＵ１０１号室 
訪問介護 医療法人青木会 H25.9.1 



1170205916 訪問介護事業所 あおぞら中央 
埼玉県川口市柳崎３丁目６番２５号 

ハイネスＵ１０１号室 

介護予防訪問

介護 
医療法人青木会 H25.9.1 

1170205924 ライフパートナー川口 埼玉県川口市安行原６２番３ 
特定施設入居

者生活介護 
有限会社ネクストライフ H25.9.1 

1170205924 ライフパートナー川口 埼玉県川口市安行原６２番３ 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

有限会社ネクストライフ H25.9.1 

1170205932 
居宅介護支援事業所 あおぞら

中央 

埼玉県川口市柳崎３丁目６番２５号

ハイネスＵ１０１号室 
居宅介護支援 医療法人青木会 H25.9.1 

1170205940 希望居宅介護支援事業所 
埼玉県川口市前川町４丁目７４７番

地 
居宅介護支援 

希望居宅介護支援事業所合

同会社 
H25.9.1 

1170205957 特別養護老人ホーム 悠久の栖 
埼玉県川口市道合字八本木９３７番

－１ 

短期入所生活

介護 
社会福祉法人 寿星会 H25.9.1 

1170205957 特別養護老人ホーム 悠久の栖 
埼玉県川口市道合字八本木９３７番

－１ 

介護老人福祉

施設 
社会福祉法人 寿星会 H25.9.1 

1170205957 特別養護老人ホーム 悠久の栖 
埼玉県川口市道合字八本木９３７番

－１ 

介護予防短期

入所生活介護 
社会福祉法人 寿星会 H25.9.1 

1172504191 デイサービス陽だまり 
埼玉県所沢市大字上安松４８９番地

の１ 
通所介護 株式会社 健生 H25.9.1 

1172504191 デイサービス陽だまり 
埼玉県所沢市大字上安松４８９番地

の１ 

介護予防通所

介護 
株式会社 健生 H25.9.1 

1174301174 ベル居宅介護支援事業所 
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７４番

地１ 
居宅介護支援 

医療法人 鈴木外科病院

（社団） 
H25.9.1 

1174301182 ベル訪問介護ステーション 
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７４番

地１ 
訪問介護 

医療法人 鈴木外科病院

（社団） 
H25.9.1 



1174301182 ベル訪問介護ステーション 
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７４番

地１ 

介護予防訪問

介護 

医療法人 鈴木外科病院

（社団） 
H25.9.1 

1174301190 ベルデイサービスセンター 
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７４番

地１ 
通所介護 

医療法人 鈴木外科病院

（社団） 
H25.9.1 

1174301190 ベルデイサービスセンター 
埼玉県本庄市児玉町八幡山２７４番

地１ 

介護予防通所

介護 

医療法人 鈴木外科病院

（社団） 
H25.9.1 

1173301076 
学研ココファン高坂ヘルパーセ

ンター 

埼玉県東松山市大字宮鼻字大西１０

８９番１号 
訪問介護 株式会社学研ココファン H25.9.1 

1173301076 
学研ココファン高坂ヘルパーセ

ンター 

埼玉県東松山市大字宮鼻字大西１０

８９番１号 

介護予防訪問

介護 
株式会社学研ココファン H25.9.1 

1173301084 学研ココファン高坂 
埼玉県東松山市大字宮鼻字大西１０

８９番１号 
居宅介護支援 株式会社学研ココファン H25.9.1 

1173301092 レッツ倶楽部・たかさか 
埼玉県東松山市元宿一丁目１６－１

１ 
通所介護 リハコンテンツ株式会社 H25.9.1 

1173301092 レッツ倶楽部・たかさか 
埼玉県東松山市元宿一丁目１６－１

１ 

介護予防通所

介護 
リハコンテンツ株式会社 H25.9.1 

1172701573 ホームヘルプアロハ 埼玉県狭山市入間川３－１６－２１ 訪問介護 株式会社 K&Y H25.9.1 

1172701573 ホームヘルプアロハ 埼玉県狭山市入間川３－１６－２１ 
介護予防訪問

介護 
株式会社 K&Y H25.9.1 

1172701581 
通所介護事業所 エルスリーさ

いたま狭山 
埼玉県狭山市北入曽８７９番１ 通所介護 株式会社エヌ・ビー・ラボ H25.9.1 

1171700758 e アシスト 埼玉県鴻巣市宮前３５１ 
特定福祉用具

販売 
株式会社エコ・アシスト H25.9.1 

1171700758 e アシスト 埼玉県鴻巣市宮前３５１ 
特定介護予防

福祉用具販売 
株式会社エコ・アシスト H25.9.1 



1171601618 
リハビリホーム一歩 居宅介護

支援事業所 
埼玉県上尾市二ツ宮１０６９番地 居宅介護支援 

株式会社リハビリホーム一

歩 
H25.9.1 

1171601998 
リハビリデイサービス アクテ

ィ 
埼玉県上尾市小敷谷２－１ 通所介護 

有限会社 いわきケアフォ

レスト 
H25.9.1 

1171601998 
リハビリデイサービス アクテ

ィ 
埼玉県上尾市小敷谷２－１ 

介護予防通所

介護 

有限会社 いわきケアフォ

レスト 
H25.9.1 

1171602004 はっぴー ホーム Ｈａｎａ 埼玉県上尾市菅谷三丁目８番地２ 通所介護 株式会社 ＨＡＮＡ H25.9.1 

1171602004 はっぴー ホーム Ｈａｎａ 埼玉県上尾市菅谷三丁目８番地２ 
介護予防通所

介護 
株式会社 ＨＡＮＡ H25.9.1 

1171602012 あゆみの家 デイサービス 埼玉県上尾市泉台２－６－２１ 通所介護 有限会社 広和 H25.9.1 

1171602012 あゆみの家 デイサービス 埼玉県上尾市泉台２－６－２１ 
介護予防通所

介護 
有限会社 広和 H25.9.1 

1171602020 孫心・まごころ 埼玉県上尾市井戸木２－３－１５ 通所介護 株式会社 まごころ H25.9.1 

1171802141 あずみ苑グランデ草加 埼玉県草加市新善町５０２番 訪問入浴介護 株式会社レオパレス２１ H25.9.1 

1171802141 あずみ苑グランデ草加 埼玉県草加市新善町５０２番 
介護予防訪問

入浴介護 
株式会社レオパレス２１ H25.9.1 

1170802688 居宅介護ケアサービスたんぽぽ 
埼玉県越谷市東越谷２丁目３番１７

号ジュネパレス越谷第６ ２０５号 
居宅介護支援 

ライフ総合ケアサービス有

限会社 
H25.9.1 

1162190106 さくら訪問看護ステーション 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ５０５ 
訪問看護 志木メディカル株式会社 H25.9.1 

1162190106 さくら訪問看護ステーション 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ５０５ 

介護予防訪問

看護 
志木メディカル株式会社 H25.9.1 



1172101030 あさひ居宅介護支援事業所 埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－８－２９ 居宅介護支援 有限会社 福寿 H25.9.1 

1175101672 デイサービス 隣家 
埼玉県新座市大和田１－１２－１５ 

フラワーハイツ１０１号 
通所介護 株式会社 隣家 H25.9.1 

1175101672 デイサービス 隣家 
埼玉県新座市大和田１－１２－１５ 

フラワーハイツ１０１号 

介護予防通所

介護 
株式会社 隣家 H25.9.1 

1175101680 居宅介護支援事業所 すず 
埼玉県新座市野寺一丁目１１番１９

美しの森ハウスＢ棟１階１１１号室 
居宅介護支援 

株式会社ユナイテッドジェ

ネレーションズ 
H25.9.1 

1175101698 アシストライフ 
埼玉県新座市野火止５丁目１７番２

１号 
訪問介護 合同会社 サポートライフ H25.9.1 

1175101698 アシストライフ 
埼玉県新座市野火止５丁目１７番２

１号 

介護予防訪問

介護 
合同会社 サポートライフ H25.9.1 

1172900910 けあビジョン鶴瀬 
埼玉県富士見市鶴瀬東一丁目６－２

５ 大曽根店舗Ｂ 
訪問介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.9.1 

1172900910 けあビジョン鶴瀬 
埼玉県富士見市鶴瀬東一丁目６－２

５ 大曽根店舗Ｂ 

介護予防訪問

介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.9.1 

1176400560 ケアプランふくしあ 
埼玉県吉川市吉川一丁目３番地１４

ベルメゾンＡ－１ 
居宅介護支援 株式会社セブン・スマイル H25.9.1 

1176600037 居宅介護支援事業所 ＣＯＲＥ 
埼玉県白岡市高岩字野中９９０番地

１ 
居宅介護支援 株式会社 C Cube Create H25.9.1 

1174201275 ベストケアレジデンス 羽衣 
埼玉県児玉郡神川町新里１６３－２

３ 

特定施設入居

者生活介護 

悠馬エンタープライズ有限

会社 
H25.9.1 

1174201275 ベストケアレジデンス 羽衣 
埼玉県児玉郡神川町新里１６３－２

３ 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

悠馬エンタープライズ有限

会社 
H25.9.1 



1174501500 
デイサービスセンターよりいほ

うむ太陽 
埼玉県大里郡寄居町大字折原１６７ 通所介護 有限会社フォーリーフ H25.9.1 

1171101601 
レ ン タ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー

mysig ミーシッグ 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地１

０２３番地２ 
福祉用具貸与 有限会社島田工務店 H25.9.1 

1171101601 
レ ン タ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー

mysig ミーシッグ 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地１

０２３番地２ 

特定福祉用具

販売 
有限会社島田工務店 H25.9.1 

1171101601 
レ ン タ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー

mysig ミーシッグ 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地１

０２３番地２ 

介護予防福祉

用具貸与 
有限会社島田工務店 H25.9.1 

1171101601 
レ ン タ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー

mysig ミーシッグ 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地１

０２３番地２ 

特定介護予防

福祉用具販売 
有限会社島田工務店 H25.9.1 

1173102755 あねとす地域ケアセンター熊谷 埼玉県熊谷市籠原南３丁目６２番地 居宅介護支援 
一般社団法人地域福祉を推

進する会 
H25.10.1 

1173102763 
デイサービスセンター ハーモ

ニック 妻沼 
埼玉県熊谷市妻沼東２－２４ 通所介護 

株式会社 エイチケイエン

タープライズ 
H25.10.1 

1173102763 
デイサービスセンター ハーモ

ニック 妻沼 
埼玉県熊谷市妻沼東２－２４ 

介護予防通所

介護 

株式会社 エイチケイエン

タープライズ 
H25.10.1 

1173102771 もくれん介護サービス 埼玉県熊谷市拾六間５７７番地２ 福祉用具貸与 株式会社 ライフサポート H25.10.1 

1173102771 もくれん介護サービス 埼玉県熊谷市拾六間５７７番地２ 
特定福祉用具

販売 
株式会社 ライフサポート H25.10.1 

1173102771 もくれん介護サービス 埼玉県熊谷市拾六間５７７番地２ 
介護予防福祉

用具貸与 
株式会社 ライフサポート H25.10.1 

1173102771 もくれん介護サービス 埼玉県熊谷市拾六間５７７番地２ 
特定介護予防

福祉用具販売 
株式会社 ライフサポート H25.10.1 

1170205080 元気広場 川口 
埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町２－２０－

１ 
通所介護 

セントラルインターナショ

ナル株式会社 
H25.10.1 



1170205965 
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 川口江戸

袋 
埼玉県川口市江戸３丁目６－１ 通所介護 株式会社まごころ H25.10.1 

1170205965 
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 川口江戸

袋 
埼玉県川口市江戸３丁目６－１ 

介護予防通所

介護 
株式会社まごころ H25.10.1 

1170205973 デイサービス元気の郷 埼玉県川口市元郷５－３－３５ 通所介護 有限会社ながみね治療院 H25.10.1 

1170205973 デイサービス元気の郷 埼玉県川口市元郷５－３－３５ 
介護予防通所

介護 
有限会社ながみね治療院 H25.10.1 

1170205981 ラック鳩ヶ谷 埼玉県川口市坂下町２－６－１１ 居宅介護支援 株式会社川口福祉サービス H25.10.1 

1172504209 
福祉用具レンタル事業所 デイ

サービス本舗 福久助 

埼玉県所沢市上安松７８７－１１ 

アネックス秋津１０５ 
福祉用具貸与 

ＭＩＹＡＫＯ工房 合同会

社 
H25.10.1 

1172504209 
福祉用具レンタル事業所 デイ

サービス本舗 福久助 

埼玉県所沢市上安松７８７－１１ 

アネックス秋津１０５ 

特定福祉用具

販売 

ＭＩＹＡＫＯ工房 合同会

社 
H25.10.1 

1172504209 
福祉用具レンタル事業所 デイ

サービス本舗 福久助 

埼玉県所沢市上安松７８７－１１ 

アネックス秋津１０５ 

介護予防福祉

用具貸与 

ＭＩＹＡＫＯ工房 合同会

社 
H25.10.1 

1172504209 
福祉用具レンタル事業所 デイ

サービス本舗 福久助 

埼玉県所沢市上安松７８７－１１ 

アネックス秋津１０５ 

特定介護予防

福祉用具販売 

ＭＩＹＡＫＯ工房 合同会

社 
H25.10.1 

1172504217 茶話本舗デイサービス小手指 
埼玉県所沢市小手指町一丁目１３番

地１３ 
通所介護 

株式会社フリーエージェン

ト 
H25.10.1 

1174301208 
デイサービスセンター ケアリ

フ本庄 

埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 
通所介護 有限会社ライフプラン H25.10.1 

1174301208 
デイサービスセンター ケアリ

フ本庄 

埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 

介護予防通所

介護 
有限会社ライフプラン H25.10.1 

1174301216 在宅介護 本庄 福祉用具 
埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 
福祉用具貸与 有限会社ライフプラン H25.10.1 



1174301216 在宅介護 本庄 福祉用具 
埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 

特定福祉用具

販売 
有限会社ライフプラン H25.10.1 

1174301216 在宅介護 本庄 福祉用具 
埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 

介護予防福祉

用具貸与 
有限会社ライフプラン H25.10.1 

1174301216 在宅介護 本庄 福祉用具 
埼玉県本庄市早稲田駅周辺区画整理

事業１７街区５画地 

特定介護予防

福祉用具販売 
有限会社ライフプラン H25.10.1 

1164690087 
クローバー訪問看護ステーショ

ン 
埼玉県深谷市小前田２５６０ 訪問看護 クローバーホーム株式会社 H25.10.1 

1164690087 
クローバー訪問看護ステーショ

ン 
埼玉県深谷市小前田２５６０ 

介護予防訪問

看護 
クローバーホーム株式会社 H25.10.1 

1164690079 
ケアーズ訪問看護リハビリステ

ーション深谷上野台 

埼玉県深谷市上野台２４９－３ オ

リジン１０２ 
訪問看護 株式会社ＡＳ H25.10.1 

1164690079 
ケアーズ訪問看護リハビリステ

ーション深谷上野台 

埼玉県深谷市上野台２４９－３ オ

リジン１０２ 

介護予防訪問

看護 
株式会社ＡＳ H25.10.1 

1174601813 スマイルケアサポート 
埼玉県深谷市上柴町東５丁目１５番

２０号 
居宅介護支援 株式会社 スマイル H25.10.1 

1174601821 居宅介護支援事業所 かがやき 埼玉県深谷市新戒４０６－３ 居宅介護支援 社会福祉法人邑元会 H25.10.1 

1171602038 
アールスタッフ北上尾ケアサー

ビス 

埼玉県上尾市大字久保２７６番地１

０ ユタカハイツ北上尾 ２階 ２

０２号 

訪問介護 株式会社アールスタッフ H25.10.1 

1171602038 
アールスタッフ北上尾ケアサー

ビス 

埼玉県上尾市大字久保２７６番地１

０ ユタカハイツ北上尾 ２階 ２

０２号 

介護予防訪問

介護 
株式会社アールスタッフ H25.10.1 

1171802158 
和楽ヘルパーセンター草加氷川

町 

埼玉県草加市氷川町８３０番地１－

２０５号 
訪問介護 株式会社和楽 H25.10.1 



1171802158 
和楽ヘルパーセンター草加氷川

町 

埼玉県草加市氷川町８３０番地１－

２０５号 

介護予防訪問

介護 
株式会社和楽 H25.10.1 

1171802166 めいと松原団地訪問介護事業所 埼玉県草加市松原５－１２－１５ 訪問介護 株式会社めいとケア H25.10.1 

1171802166 めいと松原団地訪問介護事業所 埼玉県草加市松原５－１２－１５ 
介護予防訪問

介護 
株式会社めいとケア H25.10.1 

1171802182 ソフトケア草加店 埼玉県草加市弁天６丁目２１番１号 訪問介護 ピースフルライフ株式会社 H25.10.1 

1171802182 ソフトケア草加店 埼玉県草加市弁天６丁目２１番１号 
介護予防訪問

介護 
ピースフルライフ株式会社 H25.10.1 

1160890111 
訪問看護リハビリステーション 

縁 

埼玉県越谷市東越谷二丁目１７番地

６ 
訪問看護 株式会社礎 H25.10.1 

1160890111 
訪問看護リハビリステーション 

縁 

埼玉県越谷市東越谷二丁目１７番地

６ 

介護予防訪問

看護 
株式会社礎 H25.10.1 

1170802696 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 北越谷 
埼玉県越谷市大澤４丁目６番２４号 

三貴ビル１Ｆ 
通所介護 

株式会社ラウンド・ストリ

ーム 
H25.10.1 

1170802696 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 北越谷 
埼玉県越谷市大澤４丁目６番２４号 

三貴ビル１Ｆ 

介護予防通所

介護 

株式会社ラウンド・ストリ

ーム 
H25.10.1 

1170802704 訪問介護事業所介護屋本舗 埼玉県越谷市花田２－２６－４ 訪問介護 
株式会社クローバーコミュ

ニケーションズ 
H25.10.1 

1170802712 
居宅介護支援事業所 ケアプラ

ンローズ 
埼玉県越谷市登戸町１５番３６号 居宅介護支援 合同会社ローズ H25.10.1 

1170802738 茶話本舗デイサービス大袋駅前 埼玉県越谷市袋山１４０２－１ 通所介護 
日本リペアサービス株式会

社 
H25.10.1 

1171901257 ヘルパーステーション大笑戸田 
埼玉県戸田市新曽１５３１プラザビ

ュースター３０３号室 
訪問介護 廣島電子工業株式会社 H25.10.1 



1172101048 介護ショップ ピースリー 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ １１３ 
福祉用具貸与 株式会社 ホームコム H25.10.1 

1172101048 介護ショップ ピースリー 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ １１３ 

特定福祉用具

販売 
株式会社 ホームコム H25.10.1 

1172101048 介護ショップ ピースリー 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ １１３ 

介護予防福祉

用具貸与 
株式会社 ホームコム H25.10.1 

1172101048 介護ショップ ピースリー 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ １１３ 

特定介護予防

福祉用具販売 
株式会社 ホームコム H25.10.1 

1172101055 居宅介護支援事業所アスク 
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボ

ンビラージュ １１３ 
居宅介護支援 株式会社 ホームコム H25.10.1 

1170900995 たんぽぽ 埼玉県久喜市南１丁目８番１８号 通所介護 株式会社 こあ H25.10.1 

1170900995 たんぽぽ 埼玉県久喜市南１丁目８番１８号 
介護予防通所

介護 
株式会社 こあ H25.10.1 

1170901001 ケアプランたいら 埼玉県久喜市栗原２－１１－５ 居宅介護支援 
有限会社たいらメディカル

ケア 
H25.10.1 

1170901019 
ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 久喜青

葉 
埼玉県久喜市青葉３丁目１１番９号 通所介護 あんしんグループ株式会社 H25.10.1 

1170901019 
ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 久喜青

葉 
埼玉県久喜市青葉３丁目１１番９号 

介護予防通所

介護 
あんしんグループ株式会社 H25.10.1 

1171100645 居宅介護支援 鈴蘭 
埼玉県久喜市栗橋中央１－１４－１

６ 
居宅介護支援 合資会社鈴蘭 H25.10.1 

1172900928 わくわく介護相談室 
埼玉県富士見市針ケ谷二丁目１１番

地９ ヴィルヌーブみずほ台４０２ 
居宅介護支援 

合同会社 フジミエンター

プライズ 
H25.10.1 

1172900936 
デイサービスセンター ウエル

ガーデンみずほ台 

埼玉県富士見市大字水子５０５３番

地２ 
通所介護 寺島薬局株式会社 H25.10.1 



1172900936 
デイサービスセンター ウエル

ガーデンみずほ台 

埼玉県富士見市大字水子５０５３番

地２ 

介護予防通所

介護 
寺島薬局株式会社 H25.10.1 

1172900944 
介護付有料老人ホームウエルガ

ーデンみずほ台 

埼玉県富士見市大字水子５０５５－

１ 

特定施設入居

者生活介護 
寺島薬局株式会社 H25.10.1 

1172900944 
介護付有料老人ホームウエルガ

ーデンみずほ台 

埼玉県富士見市大字水子５０５５－

１ 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

寺島薬局株式会社 H25.10.1 

1172900969 
居宅介護支援センターえぶりわ

ん鶴瀬 Nisi 

埼玉県富士見市鶴瀬西２丁目８番２

５号 
居宅介護支援 社会福祉法人たくみ H25.10.1 

1171201070 
フィットネスデイ アサヒトラ

スト 
埼玉県三郷市栄三丁目１７５番地８ 通所介護 アサヒ産業株式会社 H25.10.1 

1171201179 けあビジョン三郷 
埼玉県三郷市早稲田２－１４－２ 

三郷ＦＬＡＴＳ１０２号 
訪問介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.10.1 

1171201179 けあビジョン三郷 
埼玉県三郷市早稲田２－１４－２ 

三郷ＦＬＡＴＳ１０２号 

介護予防訪問

介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.10.1 

1176000881 居宅介護支援事業所 きずな 
埼玉県坂戸市関間四丁目１１番地１

４ 
居宅介護支援 メディホーム株式会社 H25.10.1 

1176000899 ふるさとホーム坂戸 
埼玉県坂戸市にっさい花みず木５丁

目２５－１ 

特定施設入居

者生活介護 
株式会社ヴァティー H25.10.1 

1176000899 ふるさとホーム坂戸 
埼玉県坂戸市にっさい花みず木５丁

目２５－１ 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

株式会社ヴァティー H25.10.1 

1176300513 
デイサービス スマイルテラス 

高麗川 
埼玉県日高市四本木２－５－１ 通所介護 

株式会社 ヴェルペンファ

ルマ 
H25.10.1 

1176300513 
デイサービス スマイルテラス 

高麗川 
埼玉県日高市四本木２－５－１ 

介護予防通所

介護 

株式会社 ヴェルペンファ

ルマ 
H25.10.1 



1176300521 ケアプラン・高麗川 埼玉県日高市四本木２－５－１ 居宅介護支援 
株式会社 ヴェルペンファ

ルマ 
H25.10.1 

1176400578 けあビジョン吉川 
埼玉県吉川市木売二丁目２１－３ 

ヴィラージュ木売１階 
訪問介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.10.1 

1176400578 けあビジョン吉川 
埼玉県吉川市木売二丁目２１－３ 

ヴィラージュ木売１階 

介護予防訪問

介護 

株式会社ビジュアルビジョ

ン 
H25.10.1 

1176600045 
デ イ サ ー ビ ス  CORE  白 岡 

Conditioning Support 

埼玉県白岡市高岩字野中９９０番地

１ 
通所介護 株式会社 C Cube Create H25.10.1 

1176600045 
デ イ サ ー ビ ス  CORE  白 岡 

Conditioning Support 

埼玉県白岡市高岩字野中９９０番地

１ 

介護予防通所

介護 
株式会社 C Cube Create H25.10.1 

1176600052 
デ イ サ ー ビ ス  CORE  白 岡 

Care Support 

埼玉県白岡市高岩字野中９９０番地

１ 
通所介護 株式会社 C Cube Create H25.10.1 

1176600052 
デ イ サ ー ビ ス  CORE  白 岡 

Care Support 

埼玉県白岡市高岩字野中９９０番地

１ 

介護予防通所

介護 
株式会社 C Cube Create H25.10.1 

1174201283 
サービス付き高齢者向け住宅 

ほほえみ 

埼玉県児玉郡美里町大字猪俣３２２

５ 

特定施設入居

者生活介護 
株式会社 みさと H25.10.1 

1171101619 デイサービス にこりん 
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４

３２－１ 
通所介護 

株式会社リライアブルパー

ソンズ 
H25.10.1 

1171101619 デイサービス にこりん 
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４

３２－１ 

介護予防通所

介護 

株式会社リライアブルパー

ソンズ 
H25.10.1 

 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
Ｓ
Ｄ
・
Ｇ
５
行
田
持
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
持
田
字
油
免
二
千
二
百
二
十
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

・ 

西
小
学
校
、
忍
中
学
校
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
常
時
、
車
両
等
の
通
行
に
充

分
配
慮
し
、
混
雑
時
に
は
交
通
整
理
員
を
配
置
す
る
等
、
交
通
安
全
に
留
意
す
る
こ
と
。 

・ 

周
辺
住
民
に
配
慮
し
、
静
音
保
持
に
努
め
る
こ
と
。 

・ 

「
行
田
市
商
工
業
振
興
条
例
」
及
び
埼
玉
県
が
策
定
し
た
「
大
型
店
、
チ
ェ
ー
ン
店
の

地
域
商
業
貢
献
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
商
工
会
議
所
、
商
店
会
等
に
積

極
的
に
加
入
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
及
び
経
済
団
体
等
が
行
う
各
種
事
業
に
参

加
し
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 
 

 
 

ま
た
、
店
舗
の
清
掃
や
警
備
、
事
務
用
品
な
ど
の
間
接
部
門
に
お
い
て
、
地
域
経
済
を

活
性
化
す
る
た
め
、
行
田
市
内
の
事
業
者
と
の
取
引
促
進
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
入
間
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
入
間
倉
庫
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
宮
寺
三
千
百
六
十
九
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ
リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
百
五
十
六
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ
リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
百
五
十
七
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
六
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
九
号



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
一
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
九
日 

 
 

越
建
セ
第
三
二
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
中
央
三
丁
目
九
百
五
十
八
番
、
九
百
五
十
九
番
、
九
百
六
十
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
一
丁
目
二
十
一
番
地
二 

 
 

株
式
会
社 

中
央
住
宅 

代
表
取
締
役 

品
川 

典
久 


